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公
的
年
金
は
、現
役
の
世
代
が
高
齢

者
の
世
代
を
支
え
、自
身
が
将
来
高
齢

者
に
な
っ
た
と
き
に
、次
の
世
代
に
支

え
ら
れ
る
支
え
あ
い
の
制
度
で
す
。

年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
、お

年
寄
り
の
世
代
を
支
え
る
と
同
時
に
、

自
分
の
将
来
の
年
金
を
受
け
る
権
利

を
積
み
立
て
て
い
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。

生
涯
に
わ
た
っ
て
受
け
取
る
こ
と

の
で
き
る
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年

金
が
あ
る
こ
と
で
、老
後
で
あ
っ
て
も

収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
、安
定
し
た

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

粗
大
ご
み
は
個
別
に
予
約
を
し
て

か
ら
の
有
料
各
戸
収
集
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
料
金
は
、
粗
大
ご
み
処
理

券
を
取
扱
店
な
ど
で
購
入
す
る
こ
と

で
支
払
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
以
上

の
料
金
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
で
委
託
し
て

い
る
粗
大
ご
み
の
収
集
業
者
を
装

い
、
粗
大
ご
み
を
回
収
し
、
更
に
処

理
料
金
を
徴
収
す
る
悪
質
業
者
が
い

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十
分

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
　
廃
棄
物
処
理
課（
内
線
４０２
・
４０３
）

代
理
で
年
金
の

免
除
申
請
を
す
る
方
へ

免
除
申
請
を
本
人
以
外
の
方
が
す

る
場
合
は
、窓
口
で
身
分
の
確
認
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。代
理
の
方
が
申

請
す
る
場
合
に
は
、運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
な
ど
の
身
分
証
明
と
印
か

ん
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
　
石
巻
社
会
保
険
事
務
所

1
２２
‐
５
１
１
５

国
保
年
金
課
（
内
線
２５６
・
２５７
）

・
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

問

問

悪
質
業
者

悪
質
業
者 

悪
質
業
者

悪
質
業
者 

悪
質
業
者 

に 

く
だ
さ
い
！

く
だ
さ
い
！ 

に 

く
だ
さ
い
！ 

ご
注
意

ご
注
意 

ご
注
意

ご
注
意 

ご
注
意 

11
月
は 

年
金
月
間

年
金
月
間 
11
月
は 

年
金
月
間

年
金
月
間 
11
月
は 

年
金
月
間 

で
す
で
す 

で
す
で
す 

で
す 

警察の被害相談窓口
警察では、各種の被害相談窓口を開設し、被害者
の方からさまざまな相談に応じています。困ってい
ること、不安なこと、手助けの必要など気軽にご相
談ください。
なお、各種相談窓口は下記のとおりです。

《警察の被害相談窓口》

○性犯罪相談電話　　０２２‐２２１‐７１９８
○いじめ１１０番　　０２２‐２２１‐７８６７
○警察少年相談電話　０２２‐２２２‐４９７０
○環境犯罪・悪質商法相談電話

０２２‐２６１‐１１１０
○銃器・覚せい剤１１０番

０２２‐２６６‐１０７４（じゅうなし）
○暴力団相談電話　　０２２‐２２２‐８９３０（ヤクザゼロ）
○暴走族１１０番　　０２２‐２６６‐０１１０
○警察相談専用電話　０２２‐２６６‐９１１０

または＃９１１０
問　石巻警察署　1９５‐４１４１問

市 民 医 学 講 座
と　き １１月４日g 午後３時３０分～５時
ところ 石巻グランドホテル
演　題 「メタボリックシンドロームと生活習慣病」
講　師 日本医科大学附属病院（第三内科）

教　授　及川　眞一先生
内　容 肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病

は、それぞれが独立した別の病気ではなく、
肥満（特に内臓に脂肪が蓄積した肥満）が
原因であることがわかってきました。この
ように、内臓脂肪型肥満によって、さまざ
まな病気が引き起こされやすくなった状態
を「メタボリックシンドローム」といい、
治療の対象として考えられて
います。

入　場 無料

問　夜間急患センター　1９４‐５１１１問
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こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働
く

方
の
た
め
の
「
中
小
企
業
退
職
金
共

済
法
」
に
よ
る
退
職
金
制
度
で
す
。

事
業
主
は
、
現
場
で
働
く
労
働
者

の
共
済
手
帳
に
働
い
た
日
数
に
応
じ

て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
貼
り
、

そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ

と
を
や
め
た
と
き
に「
建
退
共
」か
ら

退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ば

業
界
全
体
で
の
退
職
金
制
度
で
す
。

●
加
入
で
き
る
事
業
主

建
設
業
を
営
む
方

●
対
象
と
な
る
労
働
者

建
設
業
の
現
場
で
働
く
人

●
掛
金

日
額
３１０
円

〔
特
長
〕

¡
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、

申
し
込
み
手
続
き
は
簡
単
で
す
。

¡
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

¡
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

¡
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必

要
経
費
と
し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上

全
額
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

¡
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は

企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま

す
。

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
建
退
共
へ
よ
う

こ
そ
」
に
、
退
職
金
の
試
算
・
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
請
求
な
ど
、
建
退
共

制
度
の
知
り
た
い
情
報
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.kentaikyo.taisyokukin.

go.jp/詳
細
に
つ
い
て
は
、「
建
退
共
宮

城
支
部
」
1
０２２
‐
２６３
‐
２
９
７
３
へ

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

起
業
化
や
経
営
者
の
抱
え
る
課
題

解
決
の
た
め
の
専
門
家
に
よ
る
無
料

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

と
　
き

１１
月
７
日
c
・
２１
日
c

午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ

石
巻
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
館

※
所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
実
施
日
の
前
日
午
前

１０
時
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送

に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
・
問
　
石
巻
産
業
創
造
1

1
９２
‐
１
３
１
３

企
業
立
地
推
進
課

1
２１
‐
２
０
２
１

申

問

企
業
誘
致
助
成
金
制
度

市
で
は
、
産
業
の
振
興
と
雇
用
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
工
場
や
事
業
所
な
ど

の
施
設
を
新
設
・
増
設
・
移
設
し
た
場
合
、
そ
の
要
件
に
よ
り
、
助
成
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

助成が受けられる施設 
区分 地域 対　象　企　業　者 業　種 助　成　内　容 
拠
点
地
区 

拠
点
地
区
以
外 

 

石
巻
ト
ゥ
モ
ロ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
タ
ウ
ン 

市
内
全
域
（
石
巻
ト
ゥ
モ
ロ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
タ
ウ
ン
を
除
く
） 

 

● 

拠
点
法
に
規
定
す
る
産
業
業
務
施 

設
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設 

 

● 

製
造
業
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
・
倉
庫
業
・
道
路
運
送
業 

・
旅
館
お
よ
び
ホ
テ
ル
・
博
物
館
・
美
術
館
・
動
物
園
・ 

植
物
園
・
水
族
館
・
自
然
科
学
研
究
所
・
遊
園
地
（
テ
ー 

マ
パ
ー
ク
を
除
く
）
・
自
動
車
整
備
業
・
機
械
修
理
業
・ 

電
気
機
械
器
具
修
理
業 

①
新
設
の
場
合 

　
投
下
固
定
資
産
額 

　
　
　
　
　
　
　
５
千
万
円
以
上 

 

②
増
設
の
場
合 

　
投
下
固
定
資
産
額 

　
　
　
　
　
　
　
２
千
万
円
以
上 

 

③
移
設
の
場
合 

　
投
下
固
定
資
産
額 

　
　
　
　
　
　
　
３
千
万
円
以
上 

〈
企
業
立
地
助
成
金
〉 

対
象
経
費
‥
投
下
固
定
資
産
に
課
せ
ら
れ
た
固
定
資
産
税 

助
成
額
‥
固
定
資
産
税
額
と
同
額 

限
度
額
‥
な
し 

交
付
期
間
‥
５
年
間 

（
※
資
本
金
３
０
０
億
円
を
超
え
る
企
業
の「
増
設
」に
お
け
る
企
業
立
地
助
成
金
の
額
は
、当
該
増 

設
に
係
る
固
定
資
産
税
額
の
３
分
の
１
以
内
、年
間
５
、０
０
０
万
円
を
限
度
額
と
す
る
） 

〈
上
水
道
料
金
助
成
金
〉 

対
象
経
費
‥
特
定
地
域（
工
業
専
用
地
域
）に
新
設
等
を
行
っ
た
後
、営
業
用
に
供
し
た
上
水
道
料
金 

助
成
額
‥
上
水
道
料
金
の
３０
％
相
当
額 

限
度
額
‥
５
０
０
万
円（
年
間
） 

交
付
期
間
‥
５
年
間 

〈
緑
化
推
進
助
成
金
〉 

対
象
経
費
‥
事
業
所
等
の
敷
地
面
積
が
３
、０
０
０
G
以
上
で
敷
地
面
積
の
10
％
以
上
の
緑
化
に
要 

　
　
　
　
　
し
た
経
費 

助
成
額
‥
緑
化
経
費
の
３０
％
相
当
額 

限
度
額
‥
５
０
０
万
円（
年
間
） 

交
付
期
間
‥
１
回
限
り 

①
新
設
の
場
合 

　 
● 
大
企
業
者 

　
投
下
固
定
資
産
額
　
　
５
億
円
以
上 

　
常
用
従
業
員
　
　
　
　
25
人
以
上 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
ち
新
規
10
人
以
上
） 

　 

● 

中
小
企
業
者 

　
投
下
固
定
資
産
額
　
　
５
千
万
円
以
上 

　
常
用
従
業
員
　
　
　
　
10
人
以
上 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
ち
新
規
５
人
以
上
） 

②
増
設
の
場
合 

　 

● 

大
企
業
者 

　
投
下
固
定
資
産
額
　
　
５
億
円
以
上 

　
常
用
従
業
員
　
　
　
　
10
人
以
上 

　 

● 

中
小
企
業
者 

　
投
下
固
定
資
産
額
　
　
２
千
万
円
以
上 

　
常
用
従
業
員
　
　
　
　
５
人
以
上 

③
移
設
の
場
合 

　 

● 

中
小
企
業
者 

　
投
下
固
定
資
産
額
　
　
３
千
万
円
以
上 

　
常
用
従
業
員
　
　
　
　
５
人
以
上 

申
請
時
期
　
事
業
所
な
ど
の
業
務
を
開
始
す
る
日
の
３０
日
前
ま
で 

　
　
企
業
立
地
推
進
課
　
1
２１
‐
２
０
２
１ 

問 

「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
」 

 

「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
」 

 

「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
」 

知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

企
業
経
営

企
業
経
営
・
起
業
化
等
相
談
会

起
業
化
等
相
談
会 

企
業
経
営
・
起
業
化
等
相
談
会 


